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令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

第

五

十

八

号

増

刊

①

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
宿
泊
税
条
例�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
宿
泊
税
基
金
条
例�

（
観
光
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課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
一
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改
正
す
る
条
例�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
施
行
規
則�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
六

　
　
　
　

正
　
　
　
誤

○
観
光
王
国
九
州
と
と
も
に
輝
く
福
岡
県
観
光
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条�

　

例
（
令
和
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
号
）
中
正
誤�

…
…
…
…
二
一

�　
　
　

◇
福
岡
県
宿
泊
税
条
例

（
総
務
部
税
務
課
）

１�　

県
は
、
観
光
資
源
の
魅
力
向
上
、
旅
行
者
の
受
入
環
境
の
充
実
そ
の
他
の
観
光
の
振
興
を
図
る
施

策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
地
方
税
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宿
泊
税
を
課
す

る
こ
と
と
し
た
。

２　

一�　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

二　

所
要
の
経
過
措
置
等
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
宿
泊
税
基
金
条
例

（
商
工
部
観
光
局
観
光
政
策
課
）

１�　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
制
定
に
伴
い
、
観
光
資
源
の
魅
力
向
上
、
旅
行
者
の
受
入
環
境
の
充
実
そ

の
他
の
観
光
の
振
興
を
図
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
福
岡
県
宿
泊
税
基
金
を
設
置
す

る
こ
と
と
し
た
。

２�　

こ
の
条
例
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

◇
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
総
務
部
税
務
課
）

１�　

北
九
州
市
が
地
方
税
法
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
税
を
導
入
す
る
こ
と
に
伴
い
、
同
市

内
に
お
け
る
本
県
の
宿
泊
税
の
税
率
及
び
賦
課
徴
収
の
特
例
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２�　

こ
の
条
例
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

��������������������������������

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福�

岡
県
条
例
第
二
十
一
号

�　
　
　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例

　

（
課
税
の
目
的
）　

第�
一
条　

県
は
、
観
光
資
源
の
魅
力
向
上
、
旅
行
者
の
受
入
環
境
の
充
実
そ
の
他
の
観
光
の
振
興
を
図

る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宿
泊
税
を
課
す
る
。

　

（
納
税
義
務
者
等
）

第�

二
条　

宿
泊
税
は
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
旅
館
業
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二�

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
及
び
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成

目
　
　
　
次

再
　
　
　
掲

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し
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二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊
事
業
に
係
る
施
設
（
以
下
「

宿
泊
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
宿
泊
料
金
を
受
け
て
行
わ
れ
る
宿
泊
に
対
し
、
そ
の
宿
泊
者
に

課
す
る
。

　

（
税
率
）　

第�

三
条　

宿
泊
税
の
税
率
は
、
一
人
一
泊
に
つ
き
二
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
条
第
三
項
又
は

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
に
対
し
て
税
を
課
す
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
宿
泊
施
設
に
お
け

る
宿
泊
に
係
る
宿
泊
税
の
税
率
は
、
一
人
一
泊
に
つ
き
百
円
と
す
る
。

　

（
納
税
地
）

第
四
条　

宿
泊
税
の
納
税
地
は
、
宿
泊
施
設
の
所
在
地
と
す
る
。

　

（
徴
収
の
方
法
）

第
五
条　

宿
泊
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。

　

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

第�

六
条　

宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
（
以
下
単
に
「
特
別
徴
収
義
務
者
」
と
い
う
。
）
は
、
宿
泊
施

設
の
経
営
者
と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
宿
泊
税
の
徴
収
に
つ
い
て

便
宜
を
有
す
る
者
を
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
二
項
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
宿
泊
税
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
特
別
徴
収
義
務
者
の
申
告
等
）

第�

七
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
義
務
者
と
な
る
べ
き
者
は
宿
泊
施
設
の
経
営
を
開
始

し
よ
う
と
す
る
日
の
五
日
前
ま
で
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
特
別
徴
収
義
務

者
は
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
宿
泊
施
設
ご
と
に
、
規
則
で
定
め
る
申
告
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一��　

特
別
徴
収
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項

に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に

あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）

　

二　

宿
泊
施
設
の
所
在
地
及
び
名
称�

　

三　

客
室
数
そ
の
他
設
備
の
概
要

　

四�　

経
営
開
始
予
定
年
月
日
（
申
告
の
日
に
お
い
て
既
に
経
営
を
開
始
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
経
営
開
始
年
月
日
）

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３�　

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４�　

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
宿
泊
施
設
の
経
営
を
一
月
以
上
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５�　

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
休
止
期
間
を
定
め
な
か
っ
た

も
の
は
、
当
該
宿
泊
施
設
の
経
営
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６�　

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
宿
泊
施
設
の
経
営
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
申
告
納
入
）

第�

八
条　

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、
前
月
一
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

徴
収
す
べ
き
宿
泊
税
に
係
る
宿
泊
の
総
数
、
税
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
規
則
で
定
め
る

納
入
申
告
書
を
知
事
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
申
告
に
係
る
納
入
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２�　

特
別
徴
収
義
務
者
が
、
申
告
納
入
す
べ
き
宿
泊
税
額
が
規
則
で
定
め
る
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
の
承
認

を
受
け
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
宿
泊
税
に
係
る
前
項

の
納
入
申
告
書
を
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
に
、
知
事
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
申
告

に
係
る
納
入
金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
宿
泊
施
設
の
経
営
を
一
月
以
上
休
止
し

よ
う
と
す
る
場
合
又
は
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
休
止
し
よ
う
と
す
る
日
又
は
廃
止
し
た
日
ま
で

に
徴
収
す
べ
き
宿
泊
税
に
つ
い
て
、
そ
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
こ
れ
を
申
告
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

十
二
月
一
日
か
ら
二
月
末
日
ま
で

三
月
末
日

三
月
一
日
か
ら
五
月
末
日
ま
で

六
月
末
日
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３�　

知
事
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た
特
別
徴
収
義
務
者
が
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
徴
収
不
能
額
等
の
還
付
又
は
納
入
義
務
の
免
除
）

第�

九
条　

知
事
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
が
宿
泊
料
金
及
び
宿
泊
税
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
徴
収
し
た
宿
泊
税
額

を
失
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は

、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
宿
泊
税
額
が
既
に
納
入
さ
れ
て
い
る
と
き
は
こ
れ

に
相
当
す
る
額
を
還
付
し
、
そ
の
宿
泊
税
額
が
ま
だ
納
入
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
そ
の
納
入
の
義
務

を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２�　

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
又
は
納
入
の
義
務
の
免
除
を
申
請
す
る
場
合
は

、
規
則
で
定
め
る
申
請
書
に
当
該
還
付
又
は
納
入
の
義
務
の
免
除
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
す
る
に

足
り
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
税
額
に
相
当
す
る
額
を
還
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
還
付

を
受
け
る
特
別
徴
収
義
務
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
こ
れ

に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４�　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
措

置
を
採
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
特
別
徴
収
義
務
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
特
別
徴
収
義
務
者
の
帳
簿
の
記
載
義
務
等
）

第�

十
条　

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
帳
簿
を
第
八
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
入
申
告
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

宿
泊
年
月
日
、
宿
泊
者
数
、
宿
泊
税
の
課
税
対
象
と
な
る
宿
泊
者
数
及
び
宿
泊
税
額

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２�　

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
書
類
に
記
載
す
る
宿
泊
が
行

わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一�　

宿
泊
の
際
に
作
成
さ
れ
る
売
上
伝
票
そ
の
他
の
書
類
で
、
宿
泊
年
月
日
、
宿
泊
者
数
及
び
宿
泊

税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３�　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
帳
簿
又
は
前
項
の
書
類
を
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て

作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
県
税
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
章
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

　

（
帳
簿
の
記
載
義
務
違
反
等
に
関
す
る
罪
）

第�

十
一
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

　

一�　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
記
載

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
又
は
同
項
の
帳
簿
を
隠
匿
し
た
者

　

二　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
帳
簿
を
同
項
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
か
っ
た
者

　

三�　

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
作
成
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
書
類
を
作
成
し
た
者
又
は
同
項
の
書
類
を
隠
匿
し
た
者

　

四　

前
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
書
類
を
同
項
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
か
っ
た
者

２�　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は

人
の
業
務
に
関
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法

人
又
は
人
に
対
し
、
同
項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

　

（
賦
課
徴
収
）

第�

十
二
条　

宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
及
び
県
税

条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
税
条
例
第
一
条
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ

る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
（
令
和
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号
）
」
と
、
県

税
条
例
第
二
条
第
四
号
中
「
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則

及
び
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
施
行
規
則
」
と
す
る
。

　

（
規
則
へ
の
委
任
）

第�

十
三
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で

定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

六
月
一
日
か
ら
八
月
末
日
ま
で

九
月
末
日

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
末
日
ま
で

十
二
月
末
日
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（
施
行
期
日
）

第�
一
条　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
適
用
区
分
）

第�

二
条　

こ
の
条
例
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
け
る
宿

泊
に
対
し
て
課
す
べ
き
宿
泊
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

第�

三
条　

施
行
日
に
お
い
て
現
に
宿
泊
施
設
を
経
営
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
宿
泊
施
設

の
経
営
を
開
始
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　

（
施
行
の
た
め
に
必
要
な
準
備
）

第�

四
条　

特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定
、
申
告
及
び
届
出
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
六
条
第
二
項

及
び
第
七
条
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

　

（
福
岡
市
内
に
お
け
る
宿
泊
税
の
特
例
）

第�

五
条　

福
岡
市
が
法
第
五
条
第
三
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
税
を
課
す
場
合
に
は
、
同
市

内
に
所
在
す
る
宿
泊
施
設
（
以
下
「
市
内
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
宿
泊
に
対
す
る
第
三
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
た
だ
し
書
中
「
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
円
」
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
宿
泊
税
は
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第

六
条
の
十
七
第
二
項
第
九
号
の
法
定
外
目
的
税
と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
市
内
施
設
に
お
け
る
宿
泊
に
係
る
宿
泊
税
（
以
下
「
県
宿
泊

税
」
と
い
う
。
）
の
賦
課
徴
収
は
、
第
六
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
福
岡
市
が
法
第
五
条
第
三
項

又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
宿
泊
税
（
以
下
「
市
宿
泊
税
」
と
い
う
。
）
の
賦
課
徴
収
の
例

に
よ
り
市
宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３�　

福
岡
市
長
が
市
宿
泊
税
の
納
入
期
限
を
延
長
し
た
場
合
に
は
、
当
該
市
宿
泊
税
が
課
さ
れ
た
宿
泊

に
係
る
県
宿
泊
税
の
納
入
期
限
に
つ
い
て
も
、
同
一
期
間
延
長
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

４�　

福
岡
市
長
が
市
宿
泊
税
又
は
そ
の
延
滞
金
額
を
減
免
し
た
場
合
に
は
、
当
該
市
宿
泊
税
が
課
さ
れ

た
宿
泊
に
係
る
県
宿
泊
税
又
は
そ
の
延
滞
金
額
に
つ
い
て
も
当
該
市
宿
泊
税
又
は
延
滞
金
額
に
対
す

る
減
免
の
割
合
と
同
じ
割
合
に
よ
り
減
免
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

５�　

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
県
宿
泊
税
に
関
す
る
申
告
、
届
出
又
は
申
請
（
以
下

「
申
告
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
宿
泊
税
の
申
告
等
の
例
に
よ
り
市
宿
泊
税
の
申
告
等
と
併
せ
て
、
福
岡
市
長

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６�　

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
（
市
内
施
設
の
経
営
者
に
限
る
。

）
は
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
宿
泊
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
入
の

例
に
よ
り
市
宿
泊
税
の
徴
収
金
と
併
せ
て
、
県
宿
泊
税
の
徴
収
金
を
福
岡
市
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７�　

福
岡
市
は
、
県
宿
泊
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
県
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

８�　

県
は
、
福
岡
市
に
お
い
て
第
二
項
及
び
第
七
項
の
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る

も
の
と
す
る
。

９�　

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
宿
泊
税
を
福
岡
市
が
賦
課
徴
収
す
る
こ
と
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
検
討
）

第�

六
条　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
社
会
経
済
情
勢
等
の
変

化
等
を
勘
案
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
、
五
年
ご
と

に
同
様
の
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

七
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
産
業
廃
棄
物
税
」
を
「
、
産
業
廃
棄
物
税
及
び
宿
泊
税
」
に
改
め
る
。

　
�　

第
十
九
条
の
二
及
び
第
十
九
条
の
三
中
「
産
業
廃
棄
物
税
」
の
下
に
「
及
び
宿
泊
税
」
を
加
え
る

。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
宿
泊
税
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日



第 58 号 増刊①福 岡 県 公 報令和元年 11 月 26 日　火曜日5

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
宿
泊
税
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第�

一
条　

福
岡
県
の
観
光
資
源
の
魅
力
向
上
、
旅
行
者
の
受
入
環
境
の
充
実
そ
の
他
の
観
光
の
振
興
を

図
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
宿
泊
税
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を

設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第�

二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
（
令
和
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一

号
）
の
規
定
に
よ
り
県
に
納
入
さ
れ
、
又
は
払
い
込
ま
れ
た
宿
泊
税
に
相
当
す
る
額
か
ら
宿
泊
税
の

賦
課
徴
収
に
要
す
る
費
用
を
控
除
し
た
額
と
し
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

　

（
管
理
）

第�

三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第�

四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入

す
る
も
の
と
す
る
。������

　

（
繰
替
運
用
）

第�

五
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
処
分
）

第�

六
条　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
基
金
の
全
部
又
は
一

部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一�　

市
町
村
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
条
第
三
項
又
は
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
宿
泊
に
対
し
て
税
を
課
す
市
町
村
を
除
く
。
）
が
行
う
観
光
の
振
興
を
図
る
た
め

の
事
業
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
事
業

　

二�　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事

業

　

（
委
任
）

第�

七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る

。�����

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

��������������������������������

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
（
令
和
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
五
条
の
見
出
し
中
「
福
岡
市
内
」
を
「
北
九
州
市
内
及
び
福
岡
市
内
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
福
岡
市
」
を
「
北
九
州
市
又
は
福
岡
市
」
に
、
「
同
市
内
」
を
「
当
該
宿
泊
税
を
課
す
市
の
区

域
内
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
福
岡
市
」
を
「
北
九
州
市
又
は
福
岡
市
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
福
岡
市
長
」
を
「
北
九
州
市
長
又
は
福
岡
市
長
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
徴
収
金
を
」
の
下
に
「
北
九
州
市
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
福
岡
市
」
を
「
北
九
州

市
及
び
福
岡
市
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
福
岡
市
」
を
「
北
九
州
市
及
び
福
岡
市
」
に
、
「
第
七

項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
県
宿
泊
税
を
」
の
下
に
「
北
九
州
市
及
び
」
を
加
え
る

。　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。
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福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
（
令
和
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二
年
四
月
一

日
と
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
施
行
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
岡
県
知
事��　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
宿
泊
税
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
条
例
（
令
和
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下
「
条
例

」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定
の
通
知
）

第�

二
条　

知
事
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
（
以
下
単
に
「

特
別
徴
収
義
務
者
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
と
き
は
、
宿
泊
税
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
通
知
書
（

第
一
号
様
式
）
に
よ
り
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
経
営
申
告
書
等
の
様
式
）

第
三
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

条
例
第
七
条
第
一
項
の
申
告
書　

経
営
申
告
書
（
第
二
号
様
式
）

　

二�　

条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類　

申
告
事
項
変
更
届
出
書
（
第
三
号
様

式
）

　

三�　

条
例
第
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類　

経
営
休
止
・
再
開

・
廃
止
届
出
書
（
第
四
号
様
式
）

　

（
納
入
申
告
書
の
様
式
等
）

第�

四
条　

条
例
第
八
条
第
一
項
の
納
入
申
告
書
の
様
式
は
、
宿
泊
税
納
入
申
告
書
（
第
五
号
様
式
）
と

す
る
。

２�　

前
項
の
申
告
書
は
、
宿
泊
施
設
（
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
宿
泊
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ご
と
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
申
告
期
限
の
特
例
の
要
件
等
）

第�

五
条　

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と

と
す
る
。

　

一�　

次
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
月
（
以
下
「
申
請
月
」
と
い
う
。
）
の
前
十
二
月
間

（
以
下
「
要
件
適
用
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
宿
泊
税
の
納
入
す
べ
き
金
額
の
宿
泊
施
設
ご

と
の
合
計
額
が
二
百
四
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　

二�　

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
消
し

の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

　

三�　

要
件
適
用
期
間
に
お
い
て
、
宿
泊
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
額
、
不
申
告
加
算
金
額
又
は
重

加
算
金
額
の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
宿
泊
税
の
申
告
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

　

四�　

要
件
適
用
期
間
に
お
い
て
、
特
別
徴
収
義
務
者
が
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

と
。

　

五�　

申
請
月
の
十
二
月
前
の
月
の
初
日
ま
で
に
、
宿
泊
施
設
の
経
営
を
開
始
し
、
か
つ
、
経
営
申
告

書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

　

六�　

特
別
徴
収
義
務
者
の
財
産
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
宿
泊
税
の
徴
収
の
確
保
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

２�　

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
宿
泊
税
納
入
申
告
書
の
提
出
期

限
及
び
納
入
期
限
の
特
例
の
適
用
者
承
認
申
請
書
（
第
六
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３�　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
処
分
を
決
定
し
た
と
き
は
、
宿
泊
税
納
入
申
告
書

の
提
出
期
限
及
び
納
入
期
限
の
特
例
の
適
用
者
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り

、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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４�　

知
事
は
、
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
宿
泊
税
納
入
申

告
書
の
提
出
期
限
及
び
納
入
期
限
の
特
例
の
適
用
者
承
認
取
消
通
知
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
、

特
別
徴
収
義
務
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
徴
収
不
能
額
等
の
還
付
又
は
納
入
義
務
の
免
除
の
申
請
の
様
式
）

第
六
条　

条
例
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
宿
泊
税
の
徴
収
不
能
額
等
の
還　
　
　
　
　

付

納
入
義
務
の
免
除

　

申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
と
す
る
。

　

（
徴
収
不
能
額
等
の
還
付
又
は
納
入
義
務
の
免
除
の
通
知
等
）

�

第�

七
条
　
知
事
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
の
申
請
に
対
す
る
処
分
を
決
定
し
た
と
き
は
、
宿
泊
税
徴
収

不
能
額
等
の
還
付
（
納
入
義
務
免
除
）
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書
（
第
十
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

２�　

条
例
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
未
納
に
係
る
徴
収
金
に
還
付
す
べ
き
額
を
充
当
す
る
場
合

は
、
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
。
以
下
「
県
税
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
十
八
号
様
式
に
よ
る
過
誤
納
金
等
還
付
・
充
当
通
知
書
に
よ
り
特
別
徴
収
義
務
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
更
正
及
び
決
定
の
通
知
等
）

第�

八
条　

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
三
十
三
条
の
十
六
第
四
項
に

よ
る
通
知
は
、
宿
泊
税
に
係
る
更
正
・
決
定
及
び
加
算
金
決
定
通
知
書
及
び
納
額
告
知
書
（
第
十
一

号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
賦
課
徴
収
）

第�

九
条　

宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
税
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２�　

こ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
の
ほ
か
、
知
事
は
、
宿
泊
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
書
類
等
の
様
式
に

つ
い
て
、
県
税
規
則
に
定
め
る
様
式
に
必
要
な
調
整
を
加
え
た
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

第�

二
条　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
五
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
提
出
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
た
日
（
令

和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
限
る
。
）
」
と
、
「
十
二
月
間
（
以

下
「
要
件
適
用
期
間
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
三
月
間
」
と
、
「
二
百
四
十
万
円
」
と
あ
る

の
は
「
六
十
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
要
件
適
用
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
月

の
前
十
二
月
間
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
、
宿
泊
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
宿
泊
施
設
」
と
、
「
、
経

営
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
、
令
和
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
経
営
申
告
書
」
と
す
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
三
十
四
号
様
式
そ
の
五
中
「産

業
廃
棄
物
税

」
を
「産

業
廃
棄
物
税
及
び
宿
泊
税

」
に
改
め
る

。
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　第１号様式（第２条関係）

殿

　福岡県　　　県税事務所長

宿泊税特別徴収義務者指定通知書

第　　　号

年　　　月　　　日

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称
並びに代表者名

　下記のとおり、福岡県宿泊税条例第６条第２項の規定により指定しましたので、通知します。

教示
１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福
　岡県知事に対して審査請求をすることができます。
　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県
　税事務所長を経由して提出することとしてください。
２　この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、福岡県を被告として（代表者は福
　岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。
３　また、上記１の審査請求をした場合には、上記２にかかわらず、その裁決があったことを知った日の翌
　日から起算して６か月以内にこの処分の取消しの訴えを提起することができます。
４　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
　審査請求及び上記２の処分の取消しの訴えの提起をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁
　決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、上記３の処分の取消しの訴えを提起することが
　できなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）が
　あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
　起することが認められる場合があります。

氏 名 又 は 名 称
特
別
徴
収
義
務
者

住 所 又 は 所 在 地

名 称
又 は 届 出 番 号

所 在 地

施

設

備
考
（

理
由
等
）
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　第２号様式（第３条関係）

局 番)

受 付 印
個人番号又は法人番号

（右詰で記載）

年　　月　　日

     福岡県 応 答 部 署 名
　　   県税事務所長　殿 及 び 担 当 者 氏 名 （

申

請

者

氏 名 又 は 名 称

印並びに代表者名及び印

住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称

経　営　申　告　書

　福岡県宿泊税条例第７条第１項の規定による申告書を下記のとおり提出します。

宿
泊
施
設
の

営
業
許
可
等

住所又は所在地
電話　　　－　　　－　　　

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

氏 名 又 は 名 称

（法人にあっては代表者氏名）

種         別 □旅館・ホテル　　　□簡易宿所　　　□特区民泊　　　□住宅宿泊事業

旅館業又は認定事業
における許可等番号

許可等名義人との関係

共
同
事
業
者

共同事業者の有無 有 　　・　　 無

住所又は所在地
電話　　　－　　　－　　　

施
 
 
 
 
設

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

氏 名 又 は 名 称
（法人にあっては代表者氏名）

又は届出番号

概         要 床面積　　㎡
地上　　階
地下　　階

客室数　室 収容人員　名

所   在   地 電話　　　－　　　－　　　
ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

名        称

経営開始（予定）年月日

住 宅 宿 泊 事 業
における管理業者

住　　所 　　　　　　　　　　　　電話　　　－　　　－

書
類
の

送
付
先

住所又は所在地
電話　　　－　　　－　　　

ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ

氏 名 又 は 名 称
（法人にあっては代表者氏名）

※ 通　知　年　月　日 施 設 番 号

処理
事項  　　　 年　　 月　　 日

注　１　※印の欄は、記入する必要はありません。

　  ２　複数の施設を有する場合は、施設ごとに申告書を提出してください。

　　３　旅館業に係る営業許可証、認定事業に係る認定書又は住宅宿泊事業に係る届出番号を確認できる書類の写し

　　　を添付してください。

備
　
考
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　第３号様式（第３条関係）

宿泊施設営業の許可等に関する変更

上記以外による変更

受 付 印

個人番号又は法人番号
（右詰で記載）

印並びに代表者名及び印

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

(　　　　　　　　　　局　　　　　　番)
　　　 県税事務所長　殿 及 び 担 当 者 氏 名

特

別

徴

収

義

務

者

年　　月　　日

　   福岡県 応 答 部 署 名

名 称
又 は 届 出 番 号

施

設

所 在 地

施 設 番 号

申　告　事　項　変　更　届　出　書

　福岡県宿泊税条例第７条第３項の規定により、申告事項の変更を下記のとおり届け出ま

す。

変　　更　　前 変　　更　　後

登

録

事

項

変 更 年 月 日 　　　　　　年　　　月　　　日

届 出 理 由

□

□

注　変更内容が確認できる書類を添付してください。
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　第４号様式（第３条関係）

受 付 印

個人番号又は法人番号
（右詰で記載）

印並びに代表者名及び印

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

(　　　　　　　　　　局　　　　　　番)
　　　 県税事務所長　殿 及 び 担 当 者 氏 名

特

別

徴

収

義

務

者

年　　月　　日

　   福岡県 応 答 部 署 名

名 称
又 は 届 出 番 号施

設

所 在 地

施 設 番 号

廃　止　年　月　日 　　　年　　月　　日　　

経営休止・再開・廃止届出書

　　　　　　　　 第７条第４項　　　　　　　　　　 　　　　休止
福岡県宿泊税条例 第７条第５項 の規定により、下記のとおり　再開　を届け出ます。
　　　　　　　　 第７条第６項 　　　　　　　　　　　　　　廃止

休　止　年　月　日 　　　年　　月　　日　　から　　　　　　　年　　月　　日　まで

再　開　年　月　日 　　　年　　月　　日　　

休 止 又 は 廃 止 の 理 由
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　第５号様式その１（第４条関係）

　　４　申告書の提出期限後に申告納入されると延滞金のほか、不申告加算金が徴収されます。

課 税 対 象

課 税 対 象 外

課 税 対 象

課 税 対 象 外

宿　泊　税　納　入　申　告　書

 ※ 郵便官署消印 担当者

処理
事項

受 付 印
特

別

徴

収

義

務

者

個人番号又は法人番号
（右詰で記載）

      県税事務所長　殿 及 び 担 当 者 名 ( 局

氏 名 又 は 名 称
並びに代表者名及び印

住 所 又 は 所 在 地
　　　　年　　月　　日

    福岡県 応 答 部 署 名

番）

ﾌ 　ﾘ　 ｶﾞ　 ﾅ

名 称
又 は 届 出 番 号

施

設

所 在 地
電話　　　－　　　－　　　

施 設 番 号

年
　　月分

区　　　分 宿泊数（泊） 税　　率 税額（円）

課 税 対 象

課 税 対 象 外

200円

　　３　課税対象及び課税免除の宿泊数が宿泊年月日ごとに記載された書類を添付してください。

年
　　月分

区　　　分 宿泊数（泊） 税　　率 税額（円）

申　　告　　期　　限 年　　月　　日

注　１　この申告書は、宿泊税を課す市町村の区域外の宿泊施設に係る宿泊税の申告に使用してください。

　　２　※印の欄は、記入する必要はありません。

200円

年
　　月分

区　　　分 宿泊数（泊） 税　　率 税額（円）

200円

印
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　第５号様式その２（第４条関係）

　　４　申告書の提出期限後に申告納入されると延滞金のほか、不申告加算金が徴収されます。

課 税 対 象

課 税 対 象 外

課 税 対 象

課 税 対 象 外

宿　泊　税　納　入　申　告　書

 ※ 郵便官署消印 担当者

処理
事項

受 付 印
特

別

徴

収

義

務

者

個人番号又は法人番号
（右詰で記載）

      県税事務所長　殿 及 び 担 当 者 名 ( 局

氏 名 又 は 名 称
並びに代表者名及び印

住 所 又 は 所 在 地
　　　　年　　月　　日

    福岡県 応 答 部 署 名

番）

ﾌ 　ﾘ　 ｶﾞ　 ﾅ

名 称
又 は 届 出 番 号

施

設

所 在 地
電話　　　－　　　－　　　

施 設 番 号

年
　　月分

区　　　分 宿泊数（泊） 税　　率 税額（円）

課 税 対 象

課 税 対 象 外

年
　　月分

区　　　分 宿泊数（泊） 税　　率 税額（円）

100円

100円

年
　　月分

区　　　分 宿泊数（泊） 税　　率 税額（円）

100円

注　１　この申告書は、宿泊税を課す市町村の区域内の宿泊施設に係る宿泊税の申告に使用してください。

　　２　※印の欄は、記入する必要はありません。

　　３　課税対象及び課税免除の宿泊数が宿泊年月日ごとに記載された書類を添付してください。

申　　告　　期　　限 年　　月　　日

印
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　第６号様式（第５条関係）

宿泊税に係る過少申告加
算金額、不申告加算金額
又は重加算金額の決定

有　・　無 決 定 年 月 日 年　　月　　日　　

県税に係る徴収金の滞納 有　・　無

福岡県宿泊税条例第８条
第３項の規定による承認
の取消し

有　・　無 取 消 年 月 日 年　　月　　日　　

申請日の属する月の前12
か月間の宿泊税の納入す
べき金額の合計額

　円　　

宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者承認申請書

　福岡県宿泊税条例第８条第２項の規定により、納入申告書の提出期限及び納入期限の特例
の適用を受けたいので、下記のとおり申請します。

経 営 開 始 年 月 日 年　　月　　日　　 経営申告書提出日 年　　月　　日　　

名 称
施

設

所 在 地

施 設 番 号

(　　　　　　　　　　局　　　　　　番)
　　　 県税事務所長　殿 及 び 担 当 者 氏 名

特

別

徴

収

義

務

者

年　　月　　日

　   福岡県 応 答 部 署 名

印並びに代表者名及び印

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

受 付 印

個人番号又は法人番号
（右詰で記載）
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　第７号様式（第５条関係）

特別徴収義務者

殿

　　福岡県　　　県税事務所長

記

　　　□　特例の適用者として承認する（　　　　年　　月分に係る申告から適用）

　　　□　特例の適用者として承認をしない

摘 要

住 所 又 は 所 在 地

宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者承認（不承認）通知書

       第　　　号　　

　　　　年　　　月　　　日　　

氏 名 又 は 名 称
並 び に 代 表 者 名

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった納入申告書の提出期限及び納入期限の特例

の認定について、下記のとおり決定したので、福岡県宿泊税条例施行規則第５条第３項の

規定により通知します。

名 称

所 在 地

施
 
 
 
設

施 設 番 号

教示

１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福岡県知事

　に対して審査請求をすることができます。

　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所

　長を経由して提出することとしてください。

２　この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、福岡県を被告として（代表者は福岡県知事

　となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。

３　また、上記１の審査請求をした場合には、上記２にかかわらず、その裁決があったことを知った日の翌日から起

　算して６か月以内にこの処分の取消しの訴えを提起することができます。

４　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求

　及び上記２の処分の取消しの訴えの提起をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌

　日から起算して１年を経過した場合は、上記３の処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、

　正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を

　経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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　第８号様式（第５条関係）

特別徴収義務者

殿

　　福岡県　　　県税事務所長

住 所 又 は 所 在 地

宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者承認取消通知書

       第　　　号　　

　　　　年　　　月　　　日　　

氏 名 又 は 名 称
並 び に 代 表 者 名

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった納入申告書の提出期限及び納入期限の特例

の適用者として承認していましたが、下記の理由により取り消したので、通知します。

名 称

所 在 地

施
 
 
 
設

施 設 番 号

　　　　年　　月分に係る申告まで特例を適用適 用 年 月

取 消 理 由 及 び
該 当 条 項

教示

１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福岡県知事

　に対して審査請求をすることができます。

　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所

　長を経由して提出することとしてください。

２　この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、福岡県を被告として（代表者は福岡県知事

　となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。

３　また、上記１の審査請求をした場合には、上記２にかかわらず、その裁決があったことを知った日の翌日から起

　算して６か月以内にこの処分の取消しの訴えを提起することができます。

４　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求

　及び上記２の処分の取消しの訴えの提起をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌

　日から起算して１年を経過した場合は、上記３の処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、

　正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を

　経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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　第９号様式（第６条関係）

受 付 印

個人番号又は法人番号
（右詰で記載）

   福岡県
　　 県税事務所長　殿 及 び 担 当 者 氏 名

印並びに代表者名及び印

住 所 又 は 所 在 地

特

別

徴

収

義

務

者

氏 名 又 は 名 称

年　　月　　日

応 答 部 署 名

還　　　　　付
宿泊税の徴収不能額等の 申請書納入義務の免除

名 称
又 は 届 出 番 号

施
　
　
設

所 在 地

還付又は納入義務の免除を受けようとする額の総額
円 

区 分 年　月分  年　月分 年　月分

納入すべき税額
円 

還付又は納入義務の免除を
受けようとする宿泊数

税率200円
泊 

税率100円
泊 

(　　　　　　　　　　局　　　　　　番)

　福岡県宿泊税条例第９条第１項の規定による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を
受けたいので、下記のとおり申請します。

課税標準となる宿泊数
税率200円

泊 

税率100円
泊 

施 設 番 号

還付又は納入義務の免除の別 還付・納入義務免除 還付・納入義務免除 還付・納入義務免除

納入すべき税額（ア）
円 円 円 

（ア）のうち既に納入した税額 円 円 円 

納　入　年　月　日 　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日 　　　　年　　月　　日

そ の 他 参 考 と な る 事 由

注　この申請書には、宿泊税の還付又は納入義務の免除を受けようとする理由を証する書類を添付してください。

還付又は納入義務の免除を受け
ようとする額 円 円 円 

還付又は納入義務の免除を受け
ようとする理由



第 58 号 増刊①福 岡 県 公 報令和元年 11 月 26 日　火曜日 18

　第10号様式（第７条関係）

殿

　福岡県　　　県税事務所長

年　　　月　　　日

特別徴収義務者

施 設

名称又は届出番号

所 在 地

施 設 番 号

決定したので、通知します。なお、福岡県宿泊税条例第９条第３項の規定により、還付を受ける特別

徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額を充当することがあります。

宿泊税徴収不能額等の還付（納入義務免除）承認（不承認）通知書

第　　　号

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称
並びに代表者名

       年　　月　　日付けで申請のあった宿泊税の還付（納入義務の免除）について、下記のとおり

判 定 還 付 す る ・ 納 入 義 務 を 免 除 す る ・ 還 付 （ 納 入 義 務 の 免 除 ） を し な い

処
　
分
　
の
　
内
　
容

申 告 の 対 象 期 間 還 付 （ 免 除 ）

申 請 税 額

還 付 （ 免 除 ）

決 定 税 額
摘 要

年月日から 年月日まで

備
考
（

理
由
等
）

教示
１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福岡県知
  事に対して審査請求をすることができます。
　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務
　所長を経由して提出することとしてください。
２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
　審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告と
　して（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この
　処分の取消しの訴えを提起することができます。
　（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
　（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
　（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請
　求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合
　は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこ
　の処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ
　とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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　第11号様式（第８条関係）

特別徴収義務者
名称又は届出番号

住所又は所在地

施設番号

　地方税法第　　条の　　第　項の規定により、下記のとおり

氏名又は名称 更正・決定したので通知します。

　　　　年　　月　　日

福岡県　　　県税事務所長 印

　　　　年　　月　　日

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①

　この通知書による不足税額等に延滞金を合計した金額を、同封の納入書により指定納期限までに福岡県指定金融機関、

福岡県収納代理金融機関、福岡県内の郵便局又は福岡県内の県税事務所に納入して下さい。

延滞金について

備考　「延滞金について」の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。

基本税額 率(％) 金　　　額

通　知　書
納額告知書

宿泊税に係る更正・決定及び加算金決定　

施
　
　
　
設

所在地

指定納期限

申 告 の
対象期間

区　分
本　　　　　　　　税 加　　　　　算　　　　　金

税率 宿　泊　数 税　　　額 区　　　分

  年  月分

確 定 額
過少申告
加算金

通常

加算

既確定額
不申告
加算金

通常

加算

差 引 額

　重加算金

納入すべき額（①+②+③+④+⑤+⑥）

  年  月分

確 定 額
過少申告
加算金

通常

加算

既確定額
不申告
加算金

通常

加算

差 引 額

　重加算金

納入すべき額（①+②+③+④+⑤+⑥）

　重加算金

納入すべき額（①+②+③+④+⑤+⑥）

  年  月分

確 定 額
過少申告
加算金

通常

加算

既確定額
不申告
加算金

通常

加算

差 引 額

不申告
加算金

通常

加算

差 引 額

　重加算金

納入すべき額（①+②+③+④+⑤+⑥）

合　　計

確 定 額
過少申告
加算金

通常

加算

既確定額
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　第11号様式（第８条関係）

教示
１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福岡県知事に対して審査請求を
　することができます。
　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出す
　ることとしてください。
２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た
　後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）こ
　の処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを
　提起することができます。
  （１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
  （２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  （３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができな
　くなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することがで
　きなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１
　年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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